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６月の納期
●町県民税　（第１期分）

●介護保険料
　■特別徴収（令和２年度第２期分）※今月支給される年金から天引きされます

※６月からの特別徴収（年金天引き）開始
　令和元年度の介護保険料を納付書や口座振替で納付していただいていた方のうち、令和２年度の介護保険
料を６月の年金から特別徴収（年金からの天引き）で納付していただく方に、令和２年度介護保険料特別徴
収開始のお知らせを送付します。

●後期高齢者医療保険保険料
　■特別徴収（令和２年度第２期分）※今月支給される年金から天引きされます

　納期限は６月３０日㈫です。口座振替の場合は６月２６日㈮が振替日になりますので、ご利用の方は残高を
ご確認ください。

 問合せ 　役場　☎６６・３１１１　　　　　　　　　　　　
町県民税　税務会計課課税担当　内線１１５

介護保険料　健康福祉課介護保険担当　内線１３３
後期高齢者医療保険料　町民課給付担当　内線１２３

◆年金を受けている方の所在が１か月以上明らかでないときは、その世帯の世帯員の方は所在不明について
の届出を速やかに行う必要があります。提出先はお近くの年金事務所です。

◆お届けいただいた後、受給権者ご本人の健在を確認し、所在が不明な場合は、年金の支払いが一時止まり
ます。

◆年金の支払が止まっている方の所在が明らかになったときは、年金のお受け取りを再開するための手続き
が必要になります。お近くの年金事務所までご連絡をお願いします。

 問合せ 　秩父年金事務所　☎２７・６５６０

年金を受けている方が所在不明になったときは
お届けが必要です

フェイスブック
「長瀞町（Nagatoro）」

インスタグラム
「なが撮ろ」

フェイスブック・インスタグラムの公式アカウントを開設しています！

今月の学校給食費
６月分の学校給食費は、６月１０日㈬に口座振替となりますので、残高をご確認ください。


